
事業を再建する

補助金

【中小企業再建支援補助金】 【テナント施設整備費補助金】 【中小企業振興資金融資制度の
被災事業者支援枠】

補助金

自己使用を除き
2区画以上の

テナントを整備する
既存の補助制度の
対象となっていない

被災した事業用資産を
復旧する

融資を受けて
設備に使う

利子補給

テナント施設を
整備する

融資を
受ける

補助率：1／2
上限100万円

補助率：1／4
最大3,000万円 小口資金（設備使途）

利子2％分を補助
実質利率0.7％～0.9％

・施設整備費用・移転元の撤去費用
・再建先の施設整備費用　など

平成31年3月31日㈰
融資実行分まで制度適用可

申請期限
平成31年1月31日㈭

申請期限
平成31年1月31日㈭

中小企業被災資産
復旧事業費補助金

被災事業者の再建を支援します

「中小企業被災資産復旧事業費補助金」とは…

～再建支援制度のお知らせ～
　市は、東日本大震災により被害を受けた市内中小企業者の再建を支援するため、施設設備の復旧費に対す
る補助制度や市独自の補助制度などを実施しています。

※条件など詳細は、市のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください
　 市のホームページ：ホーム > 復興情報 > 被災された事業主の皆様へ > 商工業 >釡石市中小企業被災資産復旧
事業費補助金について

施設設備の取得に要す
る額が100万円以上で
あること

施設設備の修繕に要する額が卸売業、サービ
ス業（宿泊業を除く）、小売業は100万円以
上であること。それ以外の業種は、500万円
以上であること

施設設備を取得する場合 施設設備を修繕する場合

対 象 事 業 者
震災前と同じ業種で事業を再開する被災した中小企業者
※ 医療業（療術業および歯科技工所を除く）、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業、学校教
育、協同組合、学術・開発研究機関は対象外です。
※ 被災資産の復旧経費を対象とした他の補助金の交付決定を受けている人は対象外です

交付対象経費
および補助率 被災した施設設備の復旧費用の１／２

上 限 額
・交付対象経費が１億円以上の場合は2,000万円
・交付対象経費が１億円未満の場合は1,000万円
※ 卸売業、サービス業（宿泊業を除く）、小売業の事業者が施設設備を修繕する場合は200万円

申 請 期 限 10月31日㈬
そ の 他 被災時の事業用資産の所有について、書類で確認します

【問い合わせ】市商業観光課 商業まちづくり係　☎27-8421

　東日本大震災により事業用資産が被災した中小企業者の事業再開を支援するため、施設設備の復旧費に対して
交付する補助金です。なお、この制度は復旧済みの中小企業者も対象となります。

軽自動車税の減免・非課税制度があります
【軽自動車税の減免制度】

【被災代替車両の非課税制度】

対　　象
必要書類など

共　　通 左記の他、必要なもの

身体または精神に障がいがある人などが
使用する軽自動車で、一定の要件に該当
する場合

①軽自動車税減免申請書
②車検証の写し
③ 平成30年度軽自動車税納税
通知書

④印鑑
⑤ マイナンバーカードまたはマ
イナンバー通知カード

・身体障害者手帳など
・運転免許証の写し

社会福祉法人が所有し、直接その本来の
事業に用いる車両

定款、事業計画書、運行記録簿
などの写し

車椅子の昇降装置または固定装置、浴槽
などを備えている車両

車検証に構造の記載がない場
合、写真など構造の確認ができ
るもの

必要書類など ①非課税申請書（市税務課窓口にあります）　②被災車両の登録事項証明書など
③代替車両の車検証　④印鑑

受 付 場 所 市税務課

　次のいずれかに該当する車両については、申請をすることで平成30年度の軽
自動車税が減免になる場合があります。
※必ず納付前に申請してください。納付済みの場合は減免の対象になりません

　東日本大震災で被災した車両に代わって取得した代替車両は、申請をすることで取得した年度の翌年
度の軽自動車税が非課税となります。早めに市税務課で申請手続きをしてください。
　被災自動車など１台につき代替軽自動車など１台が非課税の対象となります。すでに申請済みの場合
は対象となりません。
※４月１日に取得した車両は、取得年度も非課税になります

◇申請期限　５月30日㈬
◇受付場所　 市税務課（昨年度、減免となった場合は、各地区生活応援センター窓口でも受け付けます）

［問い合わせ］　市税務課 市民税係　☎27-8417

釡 石地 区被 災 者 相 談 支 援センターをご 利用ください

ファイナンシャル・
プランナー

５月16日㈬
※ 16日以外でも、予約すること
で随時相談できます。訪問相
談も実施しています

弁護士 ５月10日㈭、17日㈭、
24日㈭、31日㈭

司法書士 ５月11日㈮、18日㈮、
６月１日㈮
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専門家相談スケジュール
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